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組織改正の概要について

Ⅰ 基本的な考え方

福島イノベーション・コースト構想の推進やロボット産業を始めとする相双地域等の

産業振興に向け、県内企業への技術支援等を強化するため、次のとおり組織改正を行う。

Ⅱ 組織改正の内容

■ ハイテクプラザ南相馬技術支援センターの新設

相双地域等の産業振興に向け、県内企業への技術支援や研究開発体制を強化する

ため、福島ロボットテストフィールド内にハイテクプラザの出張所として、「ハイテ

クプラザ南相馬技術支援センター」を新設する。

Ⅲ 組織改正の時期

令和元年７月１日


